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児童虐待防止対策について

児童虐待とは、保護者がそ

の監護する児童（１８歳未満）

に対して右図のとおり行うも

のです。

犯罪被害者等支援広報啓発強化について

本年は、11月１日から12月１日までを「犯罪被害者等支援広報啓発
強化期間」として、集中的に広報啓発活動を行います。
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